
 

倉敷市告示第６２１号 

 くらしき移住者応援補助金交付要綱を次のように定める。 

   令和４年１１月３０日 

                      倉敷市長 伊 東 香 織         

 

  記 

くらしき移住者応援補助金交付要綱 

 （目的等） 

第１条 この要綱は、県外から本市に転入した者であって、情報通信事業、文化事業、医療、

福祉、繊維産業又は農業の分野で事業に従事する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることにより、本市への定住促進及び地域経済の発展に資することを目的とする。 

２ 補助金の交付に関しては、倉敷市補助金等交付規則（昭和４３年倉敷市規則第３０号）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 情報通信事業 統計法（平成１９年法律第５３号）第２８条第１項の規定に基づき、 

  産業に関する分類を定める件（平成２５年総務省告示第４０５号）に定める日本標準産業

分類（以下「日本標準産業分類」という。）に掲げる大分類Ｇ―情報通信業のうち、中分

類３８―放送業（細分類３８０９―その他の管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。

）、中分類３９―情報サービス業（細分類３９０９―その他の管理，補助的経済活動を行

う事業所を除く。）、中分類４０―インターネット付随サービス業（細分類４００９―そ

の他の管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。）、中分類４１―映像・音声・文字情

報制作業（細分類４１０９―その他の管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。）又は

大分類Ｌ―学術研究，専門・技術サービス業のうち、中分類７３―広告業（細分類７３０

９―その他の管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。）に係る事業をいう。 

 (２) 文化事業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｌ―学術研究，専門・技術サービス業の

うち、中分類７２―専門サービス業（他に分類されないもの）中、小分類７２６―デザイ

ン業若しくは小分類７２７―著述・芸術家業、中分類７４―技術サービス業（他に分類さ

れないもの）中、小分類７４６―写真業又は大分類Ｏ―教育，学習支援業のうち、中分類



 

８２―その他の教育，学習支援業中、小分類８２１―社会教育中、細分類８２１３―博物

館，美術館に係る事業をいう。 

 (３) 繊維産業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅ―製造業のうち、中分類１１―繊維工

業に係る事業（細分類１１０９―その他の管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。）

又は大分類Ｉ―卸売業，小売業のうち、中分類５７―織物・衣服・身の回り品小売業中、

製造した繊維関連商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する製造小売業をいう。 

 (４) 農業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ａ―農業，林業のうち、中分類０１―農業中、

小分類０１１―耕種農業に係る事業をいう。 

(５) 転入 新たに本市の区域内に住所を定めること（住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）第２２条の規定により市長に届け出たものに限る。）をいう。 

(６) 高梁川流域圏 倉敷市、新見市、高梁市、総社市、早島町、矢掛町、井原市、浅口市、

里庄町及び笠岡市をいう。 

 (７) 事業場 法人並びに法人の子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３

号の２に規定する子会社等をいう。）及び関連会社（会社計算規則（平成１８年法務省令

第１３号）第２条第３項第２１号に規定する関連会社をいう。）の本店、支店及び営業所

等又は個人事業主（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条に規定する開業の届

出をした者をいう。以下同じ。）その他の個人で事業を営む者が事業を行う事業所をいう。 

(８) 介護保険事業所 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３２第１項に

規定する介護サービス事業者の指定に係る事業所又は施設であって、市内に所在するもの

をいう。 

(９) 保育園等 市内に所在する保育園、幼稚園又は認定こども園であって、私立のものを

いう。 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

 (１) 転入の日前１年以上継続して岡山県外に居住していたこと。 

(２) 転入の日から３月を経過する日までにくらしき移住定住推進室又は市の就労支援窓口

（本市への移住を希望する者への就労支援を行うために東京都及び大阪府に本市が設置す

る窓口をいう。）で移住に関する相談を行った者であること。 

(３) 転入の日が令和４年３月１日以後であること。 



 

(４) 転入の日から３年以上継続して本市に居住する意思を持って転入した者であること。 

(５) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 日本国籍を有する者であること。 

  イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第２に規定する在留資

格を有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成３年法律第７１号）第４条第１項の規定により特別永住者として

の許可を受けた者であること。 

 (６) 本市への移住に関する広報活動に対して積極的に協力することができること。 

 (７) 次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。 

ア 情報通信事業、文化事業、繊維産業又は農業に関する事業（これらの事業に関連する

と市長が認めるものを含む。）を個人事業主又は法人の代表者（以下「事業主等」とい

う。）として行っている者で、次に掲げる要件の全てを満たしていること。 

   (ア) 事業主等として事業を行っていることの確認ができること。 

(イ) 令和４年４月１日以後に倉敷市内（農業の場合は高梁川流域圏内）に事業場を設

置又は変更し、事業を実施していること。 

(ウ) 補助金の交付を申請する日において、３月以上事業を継続し、かつ、活動実績が

あること。 

(エ) 事業を行うために必要な手続を行い、許可等を受けていること。 

  イ 農業（農業に関連すると市長が認めるものを含む。）に関する事業場又は医療若しく

は福祉に関する事業場（介護保険事業所又は保育園等をいう。）に新規就職（当該事業

場で就労したことがない者が新規に就労を開始することをいう。以下同じ。）する者で、

次に掲げる要件の全てを満たしていること。 

   (ア) 令和４年４月１日以後に倉敷市内にある事業場において就労を開始していること。 

   (イ) 勤務時間が週３０時間以上の無期雇用契約を締結していること。 

(ウ) 補助金の交付を申請する日において、就労開始日から起算して３月以上継続して

勤務していること。 

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。 

(オ) 国、地方公共団体又は独立行政法人への新規就職でないこと。 

(カ) 医療又は福祉に関する事業所への新規就職の場合は、別表に掲げるいずれかの資



 

格、免許等を有し、当該資格、免許等を必要とする職としての就労であること。 

  ウ 国、地方公共団体、農業の担い手を育成することを目的とした法人等が実施する農業

研修（新たに農業を営むために必要な技術を習得するために概ね３月以上２年未満の期

間で実施される研修をいう。以下同じ。）を１月以上受講し、又は修了し、かつ、修了

後１年を経過する日までに高梁川流域圏内で農業による収入によって生計を営む意思を

有すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付し

ない。 

 (１) 倉敷市移住支援金交付要綱（令和元年倉敷市告示第５３０号）、倉敷市テレワーク移

住支援補助金交付要綱（令和３年倉敷市告示第１６５号）又は倉敷市移住者を対象とした

介護事業所及び保育園等への就職支援金交付要綱（令和２年倉敷市告示第４５９号）に基

づく補助金の交付を受けている者 

 (２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１３項に規定する接客業務受託営業

を目的とした事業の事業主等又は当該事業に従事する者 

 (３) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業の事業主等又は当該事業に従事する者 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は同条第２号に

規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(５) 市税を滞納している者 

(６) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

(７) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、１０万円とする。 

２ この要綱による補助金の交付は、一の者につき１回限りとする。 

３ 第１０条の規定による継続補助金の交付は、一の者につき２回を限度とする。ただし、１

会計年度につき１回とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、転入の日から起算



 

して１年が経過する日までの間に、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

 (１) 転入後の世帯全員の住民票の写し 

(２) 転入の日の前日まで住所を有していた市区町村が発行した住民票の除票その他の転入

の日の前日までの住所及び当該住所に居住していた期間が確認できる書類 

(３) 事業主等としての事業を証する次に掲げる書類のうちいずれかのもの（第３条第１項

第７号アに該当する場合に限る。） 

  ア 事業概要書 

イ 所得税法第２２９条に規定する開業の届出の写し又は履歴事項全部証明書 

ウ 法人事業概況説明書 

エ アからウまでの書類のほか事業主等としての事業実態が確認できる書類 

  オ 農地利用許可証（農業に関する事業を行う場合に限る。） 

(４) 就労証明書（第３条第１項第７号イに該当する場合に限る。） 

(５) 保有する資格又は免許を証する書類（第３条第１項第７号イ（カ）に該当する場合に

限る。） 

 (６) 農業研修を修了したこと又は受講中であること及び農業による収入によって生計を営

む予定であることを証する次に掲げる書類（第３条第１項第７号ウに該当する場合に限

る。） 

  ア 事業計画書 

  イ 農業研修を修了したことを証する書類、農業研修を受講中であることを証する書類又

は農業研修の受講内容を記録した書類 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の適

否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付等） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

速やかに市長に所定の請求書により補助金の交付の請求をし、市長は、これに基づき補助金

を支払うものとする。 



 

 （交付決定の取消し） 

第８条 市長は、交付決定者が偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、

補助金の交付の決定の全部を取り消すものとする。 

 （補助金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 （継続補助金の交付） 

第１０条 交付決定者が、次の各号のいずれにも該当するときは、第７条により交付を受けた

補助金に継続する補助金（以下「継続補助金」という。）の交付を申請することができる。 

 (１) 転入の日から継続して本市に居住し、次のいずれかの期間を経過していること。 

  ア 転入の日から起算して１年以上２年未満 

  イ 転入の日から起算して２年 

 (２) 第５条の交付を申請した日（前号アに該当し、この項による継続補助金の交付を申請

した場合は、当該継続補助金の交付を申請した日）から６月を経過していること。 

 (３) 次のいずれかに該当すること。 

  ア 第５条の交付申請書に記載した事業又は就労を継続していること。 

  イ 第５条の交付申請書に記載した事業を廃止し、又は就職先を退職した者で、次に掲げ

る要件の全てを満たすもの 

(ア) 第３条の要件の全てを満たす者であること。 

(イ) 継続補助金の交付の申請の日前１年のうち事業を行い、又は就労した期間が９月

以上であること。 

２ 前項の規定により継続補助金の交付を受けようとする者は、転入の日から起算して２年（

前項第１号イに該当する場合は３年）以内に、所定の継続交付申請書に次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める書類（継続補助金の交付を申請した日から起算して３月以内に

作成又は発行されたものに限る。）を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 第３条第１項第７号アに該当する場合は、次に掲げる書類のうち２以上の書類 

ア 事業概要書 

イ 履歴事項全部証明書 

ウ 法人事業概況説明書 



 

エ アからウまでの書類のほか事業主等として事業を行っていることが確認できる書類 

(２) 第３条第１項第７号イに該当する場合は、就労証明書 

 (３) 第３条第１項第７号ウに該当する場合は、次に掲げる書類 

  ア 事業計画書 

  イ 農業研修を修了したことを証する書類、農業研修を受講中であることを証する書類又

は農業研修の受講内容を記録した書類 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

４ 第６条から第９条までの規定は、継続補助金の交付について準用する。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に転入した者の第３条第１項第２号の規定の適用については、同号

中「転入の日から３月を経過する日まで」とあるのは「令和５年１月３１日まで」とする。 

別表（第３条関係） 

医療又は福祉に関する対象資格 

１ 保育士（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の４に規定する保育士を

いう。）の資格 

２ 幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に規定す

る普通免許状をいう。） 

３ 保健師免許（保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第７条第１項に規

定する免許をいう。） 

４ 助産師免許（保健師助産師看護師法第７条第２項に規定する免許をいう。） 

５ 看護師免許（保健師助産師看護師法第７条第３項に規定する免許をいう。） 

６ 准看護師免許（保健師助産師看護師法第８条に規定する免許をいう。） 

７ 薬剤師免許（薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）第２条に規定する免許をいう。

） 



 

８ 理学療法士免許（理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第３条

に規定する免許をいう。） 

９ 作業療法士免許（理学療法士及び作業療法士法第３条に規定する免許をいう。） 

１０ 診療放射線技師免許（診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第３条に規

定する免許をいう。） 

１１ 臨床検査技師免許（臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）第３

条に規定する免許をいう。） 

１２ 視能訓練士免許（視能訓練士法（昭和４６年法律第６４号）第３条に規定する免許

をいう。） 

１３ 言語聴覚士免許（言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号）第３条に規定する免許

をいう。） 

１４ 臨床工学技士免許（臨床工学技士法（昭和６２年法律第６０号）第３条に規定する

免許をいう。） 

１５ 細胞検査士（細胞検査士資格認定試験に合格し、公益社団法人日本臨床細胞学会が

認定する資格をいう。）の資格 

１６ 栄養士免許（栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）第２条第１項に規定する免許

をいう。） 

１７ 管理栄養士免許（栄養士法第２条第３項に規定する免許をいう。） 

１８ 歯科衛生士免許（歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号）第３条に規定する免

許をいう。） 

１９ 精神保健福祉士（精神保健福祉士法（平成９年法律第１３１号）第２条に規定する

精神保健福祉士をいう。）の資格 

２０ 社会福祉士（社会福祉及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２条第１項

に規定する社会福祉士をいう。）の資格 

２１ 介護福祉士（社会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項に規定する介護福祉士をい

う。）の資格 

２２ 介護支援専門員（介護保険法第７条第５項に規定する介護支援専門員をいう。）の

資格 

 


